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(57)【要約】
【課題】それぞれの旋回流に対応した導入口を形成する
ことで、処理風量を増加させることができるとともに、
一つの旋回流に対して導入される空気量を増加すること
ができ、質量の大きな粉塵を効率よく分離することがで
きる空気浄化器を提供すること。
【解決手段】本発明の空気浄化器は、循環路３０Ａに、
一部の空気の旋回を阻止する仕切壁面６０Ａを設け、導
出口４１Ａを、仕切壁面６０Ａ内に配置し、集塵口５１
を、仕切壁面６０Ａ外に配置したことを特徴とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
空気を導入する導入路と、前記導入路から導入された前記空気を旋回させる循環路と、前
記循環路を旋回する前記空気の一部を導出する導出路と、前記循環路を旋回する前記空気
の一部を導出する集塵路とを備え、前記導出路につながる導出口を前記循環路の内周壁面
に形成し、前記集塵路につながる集塵口を前記循環路の外周壁面に形成した空気浄化器で
あって、前記循環路に、一部の前記空気の旋回を阻止する仕切壁面を設け、前記導出口を
、前記仕切壁面内に配置し、前記集塵口を、前記仕切壁面外に配置したことを特徴とする
空気浄化器。
【請求項２】
前記循環路につながる前記導入路の導入口を、前記仕切壁面外に配置したことを特徴とす
る請求項１に記載の空気浄化器。
【請求項３】
前記導入口の少なくとも一部を、平面視で前記循環路の底壁面内に配置したことを特徴と
する請求項１又は請求項２に記載の空気浄化器。
【請求項４】
前記集塵路の下流に集塵室を設け、前記集塵室を前記循環路よりも下方に配置したことを
特徴とする請求項１から請求項３のいずれかに記載の空気浄化器。
【請求項５】
前記集塵路の下流に前記空気を導出する排気口を設けたことを特徴とする請求項１から請
求項４のいずれかに記載の空気浄化器。
【請求項６】
前記導入路、前記循環路の天壁面、前記導出路の封止面を形成する第１層ユニットと、
前記導入路、前記内周壁面、前記外周壁面、前記仕切壁面、及び前記導出口を形成する第
２層ユニットと、
前記外周壁面、前記集塵口、及び前記集塵路の両側壁面を形成する第３層ユニットと、
前記内周壁面、前記底壁面、及び前記導出路の開口を形成する第４層ユニットと
を備え、
前記第１層ユニット、前記第２層ユニット、前記第３層ユニット、及び前記第４層ユニッ
トを順に積層して、前記循環路、前記導出路、及び前記集塵路を形成したことを特徴とす
る請求項３に記載の空気浄化器。
【請求項７】
前記導入路、前記内周壁面、前記外周壁面、前記仕切壁面、及び前記導入口を形成する中
間層ユニットを設け、
前記中間層ユニットで形成する前記仕切壁面を傾斜面とし、
前記中間層ユニットを、前記第２層ユニットと前記第３層ユニットとの間に配置したこと
を特徴とする請求項６に記載の空気浄化器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、空気中の粉塵を除去する空気浄化器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　サイクロン方式で粗塵を捕集する空気清浄機が提案されている（特許文献１）。
【０００３】
　特許文献１は、フロントパネルの裏面に、旋回室と粗塵集積室を形成し、旋回室では吸
込口から導入した室内空気を垂直面内で高速旋回させ、空気中の粗塵を遠心分離するもの
である。
【０００４】
　また、複数の旋回室を形成した構成が特許文献２で示されている。



(3) JP 2013-215672 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－２８９１７０号公報
【特許文献２】特表昭６０－５００４８７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、特許文献１の構成では、一つの旋回室を構成するには適しているが、吸込口を
装置側面に設けるものであり、処理風量を増加させるために複数の旋回室を配置するには
制約が生じる。
【０００７】
　なお、特許文献２では、複数の旋回室を形成しているが、旋回室への吸入口の方向は特
許文献１と同様であり、それぞれの旋回室に対応して吸入口を形成するものではないので
、旋回室を複数設けることで処理風量を増加させるには適さない。
【０００８】
　そこで本発明は、それぞれの旋回流に対応した導入口を形成することで、処理風量を増
加させることができるとともに、一つの旋回流に対して導入される空気量を増加すること
ができ、質量の大きな粉塵を効率よく分離することができる空気浄化器を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の本発明の空気浄化器は、空気を導入する導入路と、前記導入路から導入
された前記空気を旋回させる循環路と、前記循環路を旋回する前記空気の一部を導出する
導出路と、前記循環路を旋回する前記空気の一部を導出する集塵路とを備え、前記導出路
につながる導出口を前記循環路の内周壁面に形成し、前記集塵路につながる集塵口を前記
循環路の外周壁面に形成した空気浄化器であって、前記循環路に、一部の前記空気の旋回
を阻止する仕切壁面を設け、前記導出口を、前記仕切壁面内に配置し、前記集塵口を、前
記仕切壁面外に配置したことを特徴とする。
【００１０】
　請求項２記載の本発明は、請求項１に記載の空気浄化器において、前記循環路につなが
る前記導入路の導入口を、前記仕切壁面外に配置したことを特徴とする。
【００１１】
　請求項３記載の本発明は、請求項１又は請求項２に記載の空気浄化器において、前記導
入口の少なくとも一部を、平面視で前記循環路の底壁面内に配置したことを特徴とする。
【００１２】
　請求項４記載の本発明は、請求項１から請求項３のいずれかに記載の空気浄化器におい
て、前記集塵路の下流に集塵室を設け、前記集塵室を前記循環路よりも下方に配置したこ
とを特徴とする。
【００１３】
　請求項５記載の本発明は、請求項１から請求項４のいずれかに記載の空気浄化器におい
て、前記集塵路の下流に前記空気を導出する排気口を設けたことを特徴とする。
【００１４】
　請求項６記載の本発明は、請求項３に記載の空気浄化器において、前記導入路、前記循
環路の天壁面、前記導出路の封止面を形成する第１層ユニットと、前記導入路、前記内周
壁面、前記外周壁面、前記仕切壁面、及び前記導出口を形成する第２層ユニットと、前記
外周壁面、前記集塵口、及び前記集塵路の両側壁面を形成する第３層ユニットと、前記内
周壁面、前記底壁面、及び前記導出路の開口を形成する第４層ユニットとを備え、前記第
１層ユニット、前記第２層ユニット、前記第３層ユニット、及び前記第４層ユニットを順
に積層して、前記循環路、前記導出路、及び前記集塵路を形成したことを特徴とする。
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【００１５】
　請求項７記載の本発明は、請求項６に記載の空気浄化器において、前記導入路、前記内
周壁面、前記外周壁面、前記仕切壁面、及び前記導入口を形成する中間層ユニットを設け
、前記中間層ユニットで形成する前記仕切壁面を傾斜面とし、前記中間層ユニットを、前
記第２層ユニットと前記第３層ユニットとの間に配置したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、それぞれの旋回流に対応した導入口を形成することで、処理風量を増
加させることができる。特に、仕切壁面によって循環する空気の一部が遮られ、仕切壁面
内に配置した導出口から空気を導出しやすくなるため、導入される空気量を増加すること
ができ、また集塵口を仕切壁面外に配置することで、集塵口は旋回する空気流の外周に位
置するため、質量の大きな粉塵を集塵路に導くことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の一実施例の空気浄化器を適用した空気清浄装置の主要構成を示す分解構
成図
【図２】図１で示した空気浄化ユニットの要部斜視図
【図３】本発明の空気浄化器の一実施例による連接した３つの空気浄化機構を構成する第
１層ユニットの斜視図
【図４】同空気浄化機構を構成する第２層ユニットの斜視図
【図５】同空気浄化機構を構成する中間層ユニットの斜視図
【図６】同空気浄化機構を構成する第３層ユニットの斜視図
【図７】同空気浄化機構を構成する第４層ユニットの斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の第１の実施の形態による空気浄化器は、循環路に、一部の空気の旋回を阻止す
る仕切壁面を設け、導出口を、仕切壁面内に配置し、集塵口を、仕切壁面外に配置したも
のである。本実施の形態によれば、仕切壁面によって循環する空気の一部が遮られ、仕切
壁面内に配置した導出口から空気を導出しやすくなるため、導入される空気量を増加する
ことができ、また集塵口を仕切壁面外に配置することで、集塵口は旋回する空気流の外周
に位置するため、質量の大きな粉塵を集塵路に導くことができる。
【００１９】
　本発明の第２の実施の形態は、第１の実施の形態による空気浄化器において、循環路に
つながる導入路の導入口を、仕切壁面外に配置したものである。本実施の形態によれば、
導入口から導入される空気が旋回しやすく、スムーズな旋回を行わせることができる。
【００２０】
　本発明の第３の実施の形態は、第１又は第２の実施の形態による空気浄化器において、
導入口の少なくとも一部を、平面視で循環路の底壁面内に配置したものである。本実施の
形態によれば、限られた平面内で空気浄化器の最小単位を構成することができる。
【００２１】
　本発明の第４の実施の形態は、第１から第３の実施の形態による空気浄化器において、
集塵路の下流に集塵室を設け、集塵室を循環路よりも下方に配置したものである。本実施
の形態によれば、空気から分離された粉塵を確実に集塵室で捕集することができる。
【００２２】
　本発明の第５の実施の形態は、第１から第４の実施の形態による空気浄化器において、
集塵路の下流に空気を導出する排気口を設けたものである。本実施の形態によれば、排気
口を設けることで、集塵路に空気流れを生じさせることができ、粉塵を確実に循環路から
導出することができる。
【００２３】
　本発明の第６の実施の形態は、第３の実施の形態による空気浄化器において、導入路、
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循環路の天壁面、導出路の封止面を形成する第１層ユニットと、導入路、内周壁面、外周
壁面、仕切壁面、及び導出口を形成する第２層ユニットと、外周壁面、集塵口、及び集塵
路の両側壁面を形成する第３層ユニットと、内周壁面、底壁面、及び導出路の開口を形成
する第４層ユニットとを備え、第１層ユニット、第２層ユニット、第３層ユニット、及び
第４層ユニットを順に積層して、循環路、導出路、及び集塵路を形成したものである。本
実施の形態によれば、循環路、導出路、及び集塵路を構成しやすく、空気浄化器の製造を
容易に行うことができる。
【００２４】
　本発明の第７の実施の形態は、第６の実施の形態による空気浄化器において、導入路、
内周壁面、外周壁面、仕切壁面、及び導入口を形成する中間層ユニットを設け、中間層ユ
ニットで形成する仕切壁面を傾斜面とし、中間層ユニットを、第２層ユニットと第３層ユ
ニットとの間に配置したものである。本実施の形態によれば、中間ユニットによって循環
路の断面積を増加させることができるとともに傾斜面を形成することによって空気を旋回
しやすくすることができるため、循環する空気量を増加することができる。
【実施例】
【００２５】
　以下に、本発明の一実施例による空気浄化器について説明する。
【００２６】
　図１は本実施例の空気浄化器を適用した空気清浄装置の主要構成を示す分解構成図であ
る。
【００２７】
　空気清浄装置は、空気浄化ユニット１、集塵フィルター２、及びファンユニット３から
構成される。ダストボックス４は、空気浄化ユニット１で分離された粉塵を捕集する。ダ
ストボックス４は、空気浄化ユニット１の下方に配置することが好ましい。
【００２８】
　本実施例の空気浄化器は、空気浄化ユニット１に設けられる。なお、本実施例の空気浄
化器は、ダストボックス４の機能を備えることもある。
【００２９】
　空気浄化ユニット１は、集塵フィルター２の上流側に配置される。集塵フィルター２の
下流にはファンユニット３が配置される。
【００３０】
　ファンユニット３の送風動作によって、空気は、空気浄化ユニット１から集塵フィルタ
ー２を通過し、清浄化された空気がファンユニット３から排出される。
【００３１】
　比較的質量の大きな粉塵は、空気浄化ユニット１で分離されて捕集され、微粉塵、細菌
、及びウイルスなどは集塵フィルター２で捕集される。
【００３２】
　集塵フィルター２の上流に空気浄化ユニット１を配置することで、集塵フィルター２の
目詰まりを防止し、集塵フィルター２の掃除回数を減少させることができる。
【００３３】
　なお、図１では、集塵フィルター２を設けた空気清浄装置で説明したが、集塵フィルタ
ー２に代えて、又は集塵フィルター２とともに電気集塵機構を備えたものでもよい。
【００３４】
　また、集塵フィルター２を備えずに、空気浄化ユニット１とファンユニット３とで構成
することもできる。
【００３５】
　図２は、図１で示した空気浄化ユニットの要部斜視図である。
【００３６】
　空気浄化ユニット１は、複数の空気浄化機構１０を備えることが好ましい。
【００３７】



(6) JP 2013-215672 A 2013.10.24

10

20

30

40

50

　図２では、連接した３つの空気浄化機構１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃを斜視図として示すと
ともに、同様の機構が上下方向に３段形成できることを示している。
【００３８】
　本発明の空気浄化器は、１つの空気浄化機構１０Ａで構成されるが、連接した複数の空
気浄化機構で構成されることや、これら連接した複数の空気浄化機構を複数段で構成され
ることもある。
【００３９】
　図２に示す空気浄化機構１０Ａについて以下に説明する。
【００４０】
　空気浄化機構１０Ａは、空気を導入する導入路２０Ａと、導入路２０Ａから導入された
空気を旋回させる循環路３０Ａと、循環路３０Ａを旋回する空気の一部を導出する導出路
４０Ａと、循環路３０Ａを旋回する空気の一部を導出する集塵路５０とを備えている。ま
た、循環路３０Ａには、一部の空気の旋回を阻止する仕切壁面６０Ａを設けている。
【００４１】
　導出路４０Ａにつながる導出口４１Ａは、循環路３０Ａの内周壁面３１Ａに形成してい
る。集塵路５０につながる集塵口５１は、循環路３０Ａの外周壁面３２Ａに形成している
。
【００４２】
　導出口４１Ａは、仕切壁面６０Ａ内に配置している。集塵口５１は、仕切壁面６０Ａ外
に配置している。循環路３０Ａにつながる導入路２０Ａの導入口２１Ａは、仕切壁面６０
Ａ外に配置している。
【００４３】
　導入口２１Ａは、平面視で循環路３０Ａの底壁面３３Ａ内に配置している。なお、導入
口２１Ａの少なくとも一部を、平面視で循環路３０Ａの底壁面３３Ａ内に配置していれば
よい。
【００４４】
　集塵路５０の下流には集塵室７０を設けている。集塵室７０は、循環路３０Ａよりも下
方に配置することが好ましい。集塵路５０の下流には空気を導出する排気口５２を設けて
いる。
【００４５】
　図２に示す空気浄化機構１０Ｂについて以下に説明する。
【００４６】
　空気浄化機構１０Ｂは、空気を導入する導入路２０Ｂと、導入路２０Ｂから導入された
空気を旋回させる循環路３０Ｂと、循環路３０Ｂを旋回する空気の一部を導出する導出路
４０Ｂとを備えている。
【００４７】
　循環路３０Ｂには、一部の空気の旋回を阻止する仕切壁面６０Ｂを設けている。
【００４８】
　導出路４０Ｂにつながる導出口４１Ｂは、循環路３０Ｂの内周壁面３１Ｂに形成してい
る。
【００４９】
　導出口４１Ｂは、仕切壁面６０Ｂ内に配置している。循環路３０Ｂにつながる導入路２
０Ｂの導入口２１Ｂは、仕切壁面６０Ｂ外に配置している。
【００５０】
　導入口２１Ｂは、平面視で循環路３０Ｂの底壁面３３Ｂ内に配置している。なお、導入
口２１Ｂの少なくとも一部を、平面視で循環路３０Ｂの底壁面３３Ｂ内に配置していれば
よい。
【００５１】
　以上のように、空気浄化機構１０Ｂでは、集塵路５０を空気浄化機構１０Ａと共用して
いる。従って、循環路３０Ｂを旋回する空気の一部は、循環路３０Ａに導出され、循環路
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３０Ａで循環された後に、集塵路５０から導出する。
【００５２】
　図２に示す空気浄化機構１０Ｃについて以下に説明する。
【００５３】
　空気浄化機構１０Ｃは、空気を導入する導入路２０Ｃと、導入路２０Ｃから導入された
空気を旋回させる循環路３０Ｃと、循環路３０Ｃを旋回する空気の一部を導出する導出路
４０Ｃとを備えている。
【００５４】
　循環路３０Ｃには、一部の空気の旋回を阻止する仕切壁面６０Ｃを設けている。
【００５５】
　導出路４０Ｃにつながる導出口４１Ｃは、循環路３０Ｃの内周壁面３１Ｃに形成してい
る。
【００５６】
　導出口４１Ｃは、仕切壁面６０Ｃ内に配置している。循環路３０Ｃにつながる導入路２
０Ｃの導入口２１Ｃは、仕切壁面６０Ｃ外に配置している。
【００５７】
　導入口２１Ｃは、平面視で循環路３０Ｃの底壁面３３Ｃ内に配置している。なお、導入
口２１Ｃの少なくとも一部を、平面視で循環路３０Ｃの底壁面３３Ｃ内に配置していれば
よい。
【００５８】
　以上のように、空気浄化機構１０Ｃでは、集塵路５０を空気浄化機構１０Ａと共用して
いる。従って、循環路３０Ｃを旋回する空気の一部は、循環路３０Ｂに導出され、更に循
環路３０Ａで循環された後に、集塵路５０から導出する。
【００５９】
　空気浄化機構１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃの空気の流れは、図２の最上段の空気浄化機構に
図示する通り、それぞれ旋回流を生じるとともに、一部は導出口４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃ
から導出され、一部は集塵口５１から導出される流れとなる。
【００６０】
　図３は本発明の空気浄化器の一実施例による連接した３つの空気浄化機構を構成する第
１層ユニットの斜視図、図４は同空気浄化機構を構成する第２層ユニットの斜視図、図５
は同空気浄化機構を構成する中間層ユニットの斜視図、図６は同空気浄化機構を構成する
第３層ユニットの斜視図、図７は同空気浄化機構を構成する第４層ユニットの斜視図であ
る。
【００６１】
　図３に示すように、第１層ユニット１１０には、導入路２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの開口
を形成している。導入路２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃの開口以外には、開口を形成しないこと
で、循環路３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃの天壁面３４Ａ、３４Ｂ、３４Ｃと、導出路４０Ａ、
４０Ｂ、４０Ｃの封止面４２Ａ、４２Ｂ、４２Ｃを形成する。
【００６２】
　図４に示すように、第２層ユニット１２０には、導入路２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ、内周
壁面３１Ａ、３１Ｂ、３１Ｃ、外周壁面３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ、仕切壁面６０Ａ、６０
Ｂ、６０Ｃ、及び導出口４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃを形成する。
【００６３】
　図５に示すように、中間層ユニット１２５には、導入路２０Ａ、２０Ｂ、２０Ｃ、内周
壁面３１Ａ、３１Ｂ、３１Ｃ、外周壁面３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ、仕切壁面６０Ａ、６０
Ｂ、６０Ｃ、及び導入口２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃを形成する。
【００６４】
　中間層ユニット１２５で形成する仕切壁面６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃは傾斜面としている
。
【００６５】
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　図６に示すように、第３層ユニット１３０には、外周壁面３２Ａ、３２Ｂ、３２Ｃ、集
塵口５１、及び集塵路５０の両側壁面を形成する。
【００６６】
　図７に示すように、第４層ユニット１４０には、内周壁面３１Ａ、３１Ｂ、３１Ｃ、底
壁面３３Ａ、３３Ｂ、３３Ｃ、及び導出路４０Ａ、４０Ｂ、４０Ｃの開口４３Ａ、４３Ｂ
、４３Ｃ、排気口５２を形成する。
【００６７】
　このように、連接した３つの空気浄化機構１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃは、第１層ユニット
１１０、第２層ユニット１２０、中間層ユニット１２５、第３層ユニット１３０、及び第
４層ユニット１４０を順に積層して、循環路３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ、導出路４０Ａ、４
０Ｂ、４０Ｃ、及び集塵路５０を形成する。
【００６８】
　以上のように本実施例による空気浄化器によれば、仕切壁面６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃに
よって循環する空気の一部が遮られ、仕切壁面６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃ内に配置した導出
口４１Ａ、４１Ｂ、４１Ｃから空気を導出しやすくなるため、導入される空気量を増加す
ることができ、また集塵口５１を仕切壁面６０Ａ外に配置することで、集塵口５１は旋回
する空気流の外周に位置するため、質量の大きな粉塵を集塵路５０に導くことができる。
【００６９】
　また本実施例による空気浄化器によれば、導入口２１Ａ、２１Ｂ、２１Ｃから導入され
る空気が旋回しやすく、スムーズな旋回を行わせることができる。
【００７０】
　また本実施例による空気浄化器によれば、限られた平面内で空気浄化器の最小単位を構
成することができる。
【００７１】
　また本実施例による空気浄化器によれば、空気から分離された粉塵を確実に集塵室７０
で捕集することができる。
【００７２】
　また本実施例による空気浄化器によれば、排気口５２を設けることで、集塵路５０に空
気流れを生じさせることができ、粉塵を確実に循環路３０Ａから導出することができる。
【００７３】
　また本実施例による空気浄化器によれば、循環路３０Ａ、３０Ｂ、３０Ｃ、導出路４０
Ａ、４０Ｂ、４０Ｃ、及び集塵路５０を構成しやすく、空気浄化器の製造を容易に行うこ
とができる。
【００７４】
　また本実施例による空気浄化器によれば、中間層ユニット１２５によって循環路３０Ａ
、３０Ｂ、３０Ｃの断面積を増加させることができるとともに傾斜面を形成することによ
って空気を旋回しやすくすることができるため、循環する空気量を増加することができる
。
【産業上の利用可能性】
【００７５】
　本発明は、特にフィルターを備えた空気清浄機において適している。
【符号の説明】
【００７６】
　　１　　空気浄化ユニット
　　２　　集塵フィルター
　　３　　ファンユニット
　　４　　ダストボックス
　１０　　空気浄化機構
　１０Ａ　空気浄化機構
　１０Ｂ　空気浄化機構
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　１０Ｃ　空気浄化機構
　２０Ａ　導入路
　２０Ｂ　導入路
　２０Ｃ　導入路
　２１Ａ　導入口
　２１Ｂ　導入口
　２１Ｃ　導入口
　３０Ａ　循環路
　３０Ｂ　循環路
　３０Ｃ　循環路
　３１Ａ　内周壁面
　３１Ｂ　内周壁面
　３１Ｃ　内周壁面
　３２Ａ　外周壁面
　３２Ｂ　外周壁面
　３２Ｃ　外周壁面
　３３Ａ　底壁面
　３３Ｂ　底壁面
　３３Ｃ　底壁面
　４０Ａ　導出路
　４０Ｂ　導出路
　４０Ｃ　導出路
　４１Ａ　導出口
　４１Ｂ　導出口
　４１Ｃ　導出口
　５０　　集塵路
　５１　　集塵口
　６０Ａ　仕切壁面
　６０Ｂ　仕切壁面
　６０Ｃ　仕切壁面
　７０　　集塵室
　１１０　第１層ユニット
　１２０　第２層ユニット
　１２５　中間層ユニット
　１３０　第３層ユニット
　１４０　第４層ユニット
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